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本誌『労済だよりTOKYO』は
主に全労済の協力団体向けに
発行されている情報誌です。



「こくみん共済」は2013 年 5月をもちまして30周年を迎えました。
全労済は、1983 年より「こくみん共済」の取り扱いを開始し、
組合員の皆さまに支えられ、安心と信頼を提供し続けてきました。
その原動力となったのは、「こくみん共済」ならではの次の仕組みにあります。

これからも、組合員の皆さまとのコミュニケーションを大切にしながら、
新しい時代に向かって歩み続けます。

『こくみん共済』は30周年を迎えました

「こくみん共済」は、30年間にわたり安心の保障を提供することで、
親から子へ、子から孫へ、安心をつないできました。

全労済東京都本部は、「こくみん共済30 周年」を契機として取り組みを強化し、よ
り多くの組合員の皆さまにご利用いただきたく存じております。
2013年10月から2014年3月末までの６ヵ月間を強化期間としておりますので、協力
団体の皆さまにおかれましては、ぜひ、本取り組みの趣旨にご賛同いただき、組合員
の皆さまへ「こくみん共済」を紹介いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

さらなるご協力をよろしくお願いいたします。

　２０１３年は日本国内、海外でも自然災害が多発し、多くの方が犠牲となった甚大な被害をもた

らしました。「台風、低気圧による暴風雨、竜巻、突風」と大きな災害が毎年発生し、全労済は、

被災された組合員の一日も早い生活再建を願い、迅速な共済金のお支払いに総力をあげて取

り組んでまいりました。

　また、東日本大震災から早くも3 年が経過しようとしていますが、未だ全国で27万人余の被災

者が避難生活を強いられています。

　全労済は、一日も早い復興を願い、被災者の皆さまへの支援、被災地の復旧･復興に向けた活

動に取り組んでいくとともに、震災を教訓とした、防災・減災と、保障を備えることの重要性を訴

求する活動も引き続き進めてまいります。

　「“今”できることは“備える”こと『火事・台風・地震への無保障組合員をなくそう』」を合言葉に、

協力団体の皆さまとともに「住まいと暮らしの防災・保障点検運動」を展開してまいりますので、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。

全労済東京都本部
本部長　髙須　則幸

明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

全 労 済 か ら の お 知 ら せ

取り組みに
あたっては
各種ツールを
ご用意しております。

※具体的な取り組み内容につきましては、担当職員よりご提案させていただきます。

年齢・性別に関わらず、
手頃な掛金で充実した
保障を提供すること

誰でも
全国どこでも同じ
保障内容、同じ掛金で
利用できること

どこでも
医師の診断が不要など、
加入の手続きが簡単に
できること

かんたんに

共済金を迅速に
お支払いすること迅速に

組合員の保障ニーズに応えるため、
保障内容を充実させ、
安心を提供し続けること

安心を
提供

ムリのない掛金で、家族みんなに安心を。

全労済は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの

安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで

居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。

助け合いから生まれた保障の生協です

インターネットでお申し込み手続きができます
全労済

検索 http://www.zenrosai.coop

2013年 7月版

身近にひそむ、「けが」と「賠償」の備え

生涯変わらない医療の安心

月々の掛金 1,200円

掛金は加入時（発効日）の満年齢・性別により決まります。

月々の掛金 2,000円

入院したとき
日額 5,000円

先進医療にも備える医療重視の保障

月々の掛金 2,300円
先進医療を受けたとき
最高 600万円

第三者への
損害賠償は最高1億円

おかげさまで、こくみん共済は、30周年を迎えました。

90c 13S 013
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全労済はこくみん共済U-12サッカーリーグを応援しています

子どもたちの健やかな成長を応援します！
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協力団体を訪問 国際興業労働組合

　労働組合としては珍しいブラスバンド活動で地域イベントに参加
するなど、地域密着型の組合運動を展開する国際興業労働組合。
中央執行委員長の畠山猛

たけしこ

虎さん、書記長の岡村洋さんにお話を
伺いました。

ン活動を活発に推進しています。先日
もハイキングが実施され、各支部・分
会の組合員とその家族約400名が飯
能・名栗地方（埼玉県）を歩き、河原で
バーベキューをするなどして、1日を楽
しんだとのことです。

　2013年は集中豪雨や猛暑、台風や
竜巻の多発など、異常気象が相次い
だ年でした。中でも9月に越谷市で発
生した竜巻は、組合員宅にも被害をも
たらしました。また、東日本大震災で
は東北地方のグループ会社が被災し
たこともあり、同労組では折に触れて

　「私たちは労働組合としては珍しくブ
ラスバンドを編成しており、『赤羽馬鹿
祭り（東京都北区赤羽）』や『ふくろ祭り
（東京都豊島区池袋）』、『ふるさとま
つり（埼玉県川口市）』など、地域のお
祭りやイベントで演奏させていただいて
います」と中央執行委員長の畠山さん
は話します。
　ブラスバンドを活用した地域密着型
の運動は、会社のイメージアップを労
組として支援することが目的であり、練
習時間などについては会社側から全面
的な協力を受けています。
　また、文化部では、点在する各支部・
分会間の交流を図るため、野球やソフ
トボール、卓球、フットサルなどのスポー
ツ大会を開催するなど、レクリエーショ

　国際興業株式会社は、東京都城
北・城西地区および埼玉県南部などを
営業エリアとする乗合バス事業を中心
に、運輸、交通、流通、商事、観光
などの事業を展開しています。社員数
は約2,000人で、約8割がバスの乗務
員です。
　今年で結成62年目を迎える国際興
業労働組合は上部加盟団体のない単
体の労組で、現在は12支部・1分会で
構成されています。賃金交渉や労働
環境改善を中心にさまざまな運動を推
進していますが、中でもユニークなの
が地域密着型の運動です。

口コミ文化が
共済加入を促進

ブラスバンドで
地域密着型運動を展開

自然災害への
備えの重要性は
折に触れて伝えていきたい

演奏しているのはほとんどが乗合
バスの運転手さん。歌っているの
は、観光バスのガイドさん。週一
回、欠かさず練習しています。

左から岡村書記長、畠山中央執行委員長、山本副委員長第72回定期大会での演奏会の様子
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くれ、共済金を支払ってくれました。他
の加入者からも対応が良いという話を
多く聞きます。自分でも良さを体験して
ますから、力強くすすめることができま
すね」と全労済への感想を話します。
　今後は火災共済自体の啓蒙活動
を、より深く浸透させていく予定とのこ
と。火災保障にどんな比率で入ってい
るか、住宅ローンに付帯している火災
保障がローン残金や年数によってどう
変動するかを、意外と知らない人や忘
れてしまう人が、多いとのこと。
　畠山さんは、「保障は未来の生活に
関わることです。ベアをしっかり勝ち取
る努力を進めるとともに、これからも力強
く共済運動に取り組んでいこうと考えて
います」と決意を語られました。

自然災害への備えの必要性を組合員
に伝えています。
　「国際興業には保険を扱う部門も
ありますが、住宅の保障については、
全労済さんの火災共済・自然災害共済
の紹介をしています」と書記長の岡村
さん。加入の受け付けは年1回、9月
の1ヵ月間だけですが、それに先立っ
て7月に各支部支部長・分会長や中央
委員が集まる中央委員会の場で、全
労済の担当者がその年の取り組みに
ついて説明します。2013年は台風・竜
巻・大震災について話し、自然災害へ
の備えが大切なことを訴えました。10
分程度の短い時間ではありますが、9
月の取り組みは各支部・分会で行いま
すので、支部長や分会長と顔合わせ
できる大事な機会です。
　相談窓口は、基本的には支部のあ
る乗合バス営業所の乗務員控室に開
設します。デスクワーク主体の労組で
は開設時間が昼休みや終業後の1時
間などに限定されがちですが、バスの
乗務員は常時入れ替わり控室に来ま
すので、窓口の存在の認知率はかな
り高くなります。
　また10月には、各支部長が一堂に会
し、保障などに関する現在の取り組み
や内情、数字などの報告も含めた勉

強会を行う財務担当者会議が開かれ
ます。「国際興業労組さんの活動推進
のスタイルは、情報をペーパーで伝える
だけでなく、人とのつながりによるコミュ
ニケーションが主体です。ですから、こ
の会議が全労済の共済を知っていた
だくうえでとても重要だと位置づけてい
ます」と同席した全労済の担当者の後
藤さん。支部長は、自分が良いと思っ
た制度を機会を捉えては各支部の組
合員に伝えていきますので、この財務
担当者会議で人間関係を構築すること
で、9月の受付時期以外にも加入をす
すめていただけることになります。

　岡村さんは、今年、自然災害共済に
加入しました。「9月の越谷の竜巻は自
宅からそれほど離れていないところで
発生しました。災害を目の当たりにする
と、やはり考えざるを得なくなります」と
加入の動機を話します。
　一方、畠山さんは「全労済は加入者
の立場に立ってくれるので安心です。
私自身、東日本大震災後、自宅に不具
合が出たのですが、すぐに調査に来て

良いものだから
自信を持って
すすめられる

後藤康介職員
全労済　東京都本部　北部支所

国際興業労働組合の機関紙『前進』

畠山猛虎さん
国際興業労働組合　中央執行委員長

まずは少ない掛金で火災共済に加入してもらい、
だんだん見直していく形にもっていきたいですね。

岡村　洋さん
国際興業労働組合　書記長

共済運動については財務担当者会議での交流が一つの鍵
ですね。担当者の人間性が大きく関わってくると思います。

◀右

◀左

左から岡村書記長、畠山中央執行委員長、山本副委員長



東日本大震災からもうすぐ３年が経とうとしています。
非常備蓄品の点検とともに保障の点検をして災害へ備えましょう。
他の保障に比べ、情報の少ない火災保障、自然災害保障について、改めておさらいをします。

改めてもう一度、
住宅保障について考えましょう

自然災害保障をおすすめするワケ

火災保障、自然災害保障の加入のしかた

家財にも加入するワケ防災・減災の意識、うすれていませんか？

台風により建物が
全壊の被害を受けたとき

地震による火災で建物が
全焼の被害を受けたとき

家具、家電、衣服、寝具、趣味、娯楽用品まで新たに買い揃えると
家財の合計額は想像以上に大きいもの。
4人家族だと1,500万円を超えるケースが多々あります。

一度に買い揃えると予想以上の出費となります。
DATA

■家具・家電 合計 335万円
■台所用品 合計 98万円
■趣味・娯楽用品 合計 108万円
■客用寝具・その他 合計 68万円
（家族合計の家財1,667万円）

ご家族共通の家財

■夫 合計 316万円
■妻 合計 502万円
■長男 合計 95万円
■長女 合計 145万円

（上着類、呉服類、下着類、寝具類、その他）

ご家族それぞれの家財

全労済調べ

4人家族で、家財の合計約1,700万円も！
〈例〉家族構成：4人家族　
　　（夫40歳、妻35歳、長男中学生、長女小学生）

被災者生活再建支援制度による給付額

地震・風災・水災に備えるためです。
地震に備えたい方、台風に備えたい方には必ずご加入いただきたい保障です。

被害程度に応じて
　　全壊……………1００万円
　　大規模半壊…… 5０万円
再建方法に応じて
　　購入……………2００万円
　　補修……………１００万円
　　賃借……………  5０万円

最大で
300万円

地震の被災には公的保障があります。
トータルで万が一のときにいくら必要に
なるか考える必要があります。

公的保障

2,100万円 900万円
火災共済のみとの
差額は

火災共済のみとの
差額は

建物2,000万円、家財1,000万円　合計3,000万円加入の場合

マンション購入のときの消費税額を消費税率で割り戻すと建物の価格が算出できます。（上記事例では、消費税１００万円÷税率0.05＝建物２,０００万円）
購入金額から建物の価格を引けば土地代が算出できます。（マンション購入金額３,６００万円ー（２,０００万円+100万円）＝土地１,５００万円）

通常、マンションの共有部分は、管理組合等で火災保障に加入しています。管理規約にその条項があるか確
認してください。全労済は個人加入のみの扱いなので共有部分は扱えませんが、専有部分は全労済の火災
共済・自然災害共済にご加入いただけます。

2,445万円を付帯

お支払い額

最高

最高

最高

のみ加入 345万円
お支払い額

900万円を付帯

お支払い額

のみ加入 0万円
お支払い額

共有部分と土地には加入できないから
少なくしか加入できないんだね

Copyright(C)
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豆知識

！ ！

※全労済でも加入基準どおりの加入をおすすめします。
　加入基準とは元通りの生活を再建させるのにいくらかかるか、その目安となるものです。

※消費税率5％の場合

持ち家

START

 自然災害保障をプラスしますか？自然災害保障を
プラスしますか？

自然災害共済は、
火災共済にプラスして
加入する共済です
自然災害共済は
単独では加入できません。

火災・自然災害保障編

マンションにお住まいの方は
なぜ購入額より少なくしか加入できないの？

マンションにお住まいの方には、
マンションの専有部分と家財の保障をおすすめしています。

土地代は消費税から計算ができます

マンションを
3,600万円で購入

2,100万円建物
1,200万円共有部分

1,500万円土地

例えば

借家の方は
加入できません

建物

 

再建価額ぴったりに
火災保障に加入します。

再建価額ぴったりに
火災保障に加入します。

何に保障をかけますか？何に保障をかけますか？

保障可能

専有部分
800万円

土地1,500万円

800万円専有部分
（うち消費税100万円）

（土地は非課税）

借 家

家財家財

建物

建物

建物に

START

再建価額ぴったりに加入してほしいワケ
地震に対する保障を大きくするためです。地震保障は一般
的に火災保障の30％～50％の範囲での保障となります。火災
保障が不足していると地震に備えられないため、火災保障
にはたっぷり※加入しておく必要があります。

再建価額に足りないと被害
を受けたとき預金を取り崩す
ことになります。元の生活
に復帰できる状況をつくる
ために必要です。

理由
その1

理由
その2

家財に家財に 建物と家財に

＆

＆

建物と家財

建物に家財に 家財に 建物と家財に

＆

家財は単独で
加入できます

保障可能

家財
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家具、家電、衣服、寝具、趣味、娯楽用品まで新たに買い揃えると
家財の合計額は想像以上に大きいもの。
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（上着類、呉服類、下着類、寝具類、その他）
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4人家族で、家財の合計約1,700万円も！
〈例〉家族構成：4人家族　
　　（夫40歳、妻35歳、長男中学生、長女小学生）

被災者生活再建支援制度による給付額

地震・風災・水災に備えるためです。
地震に備えたい方、台風に備えたい方には必ずご加入いただきたい保障です。

被害程度に応じて
　　全壊……………1００万円
　　大規模半壊…… 5０万円
再建方法に応じて
　　購入……………2００万円
　　補修……………１００万円
　　賃借……………  5０万円

最大で
300万円

地震の被災には公的保障があります。
トータルで万が一のときにいくら必要に
なるか考える必要があります。

公的保障

2,100万円 900万円
火災共済のみとの
差額は

火災共済のみとの
差額は

建物2,000万円、家財1,000万円　合計3,000万円加入の場合

マンション購入のときの消費税額を消費税率で割り戻すと建物の価格が算出できます。（上記事例では、消費税１００万円÷税率0.05＝建物２,０００万円）
購入金額から建物の価格を引けば土地代が算出できます。（マンション購入金額３,６００万円ー（２,０００万円+100万円）＝土地１,５００万円）

通常、マンションの共有部分は、管理組合等で火災保障に加入しています。管理規約にその条項があるか確
認してください。全労済は個人加入のみの扱いなので共有部分は扱えませんが、専有部分は全労済の火災
共済・自然災害共済にご加入いただけます。

2,445万円を付帯

お支払い額

最高

最高

最高

のみ加入 345万円
お支払い額

900万円を付帯

お支払い額

のみ加入 0万円
お支払い額

共有部分と土地には加入できないから
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再建価額ぴったりに
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専有部分
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（うち消費税100万円）
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再建価額ぴったりに加入してほしいワケ
地震に対する保障を大きくするためです。地震保障は一般
的に火災保障の30％～50％の範囲での保障となります。火災
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地震保障の知識

！
全労済の火災共済なら家族のいる世帯主が30歳になったとき、
家財保障を600万円増額できるようになり、40歳になったとき
は400万円増額できます。家財保障の増額のチャンスです。

「全労済に地震保障はないの？」
と聞かれませんか？

家財の加入で地震の損害を補おう

地震の損壊調査はどうやっているの？

もちろん全労済にも地震の保障はあります！
地震保障と風災・水災保障に備えているので「自然災
害共済」という名称です。
地震に備えたい方は「自然災害共済」にご加入ください。

家財建物

Copyright(C) 2014 FPI-J, INC.All Rights ReservedCopyright(C) 2014 FPI-J, INC.All Rights Reserved

自然災害保障は高くない！ファイナンシャルプランナー塚原さんのお話

監修塚原　哲
CFP® 認定者　
生活経済研究所長野　事務局長投資助言・代理業 
登録番号 関東財務局長（金商）第629号

1998年精密機器メーカーの労働組合役員に就任、2001年に労働組合専門のシンクタンク「生活経済
研究所長野」を設立、2006年日本FP協会長野支部・支部長、2012年日本FP協会・関東副ブロック長に
就任。全国で労働組合関連団体のライフサポート活動の立ち上げに従事。

必要性を
よく吟味して！

台風により被災したケース

風災・水災の被害でのお支払い

火災のみに備えたいなら　　　　のみ、
地震や風災・水災にも備えたいなら
　　　　　　　　　　　に加入します。
　　　　　　は、余程のことがない限り、
　　　　　を前提にして
おいてください。

世帯主の年代が変わったときがチャンス！

全労済の
自然災害共済大型タイプ　 軽自動車 住宅ローン利息

建物２,４００万円、家財１,９００万円の
保障に加入した場合
（木造30坪、世帯主40歳、家族4人世帯）

自然災害保障の掛金が高
額になるからと迷われる
方がいらっしゃいますが、
住宅ローンの利息と比べ
ると微々たるものです。そ
の必要性と金額をよく比
較して保障を考えることを
促してください。

地震で損害を受けた場合、火災保障だけでは再建には不足します。
地震の保障を増やしたい時は、元となる火災保障を増やしておくこ
とが大切です。
家財の保障を再建価額まで加入しておきましょう。

住宅ローン２,０００万円、２.１７％の金利で
３０年ローンを組んだ場合

車両購入で１２０万円（10年償却）、
年間維持費で２０万円の場合（１０年
間乗ったものとする）

台風により、住宅の屋根瓦と雨樋が破損し、建物38万円・家財12万円の損害（一部壊）と認定されたAさん。

家財の再建価額を
満たそう

もっと入りたい！

家財の分で
地震保障を補おう！

約430,000円
年間の利息（初年度）

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1,000

500

100

100

100

100

320,000円
年間のコスト

55,900円

保障

すでに建物保障は
再建価額ぴったり
に加入

30歳になったとき

40歳になったとき

プラス600万円
プラス400万円

の増額が可能

火災のときのように、できれば一軒一軒を丁寧に
調査したいものの、地震や台風など被災の範囲が
大規模となる場合は、調査件数が膨大になること
が一般的です。そのため、迅速に認定し、できるだ
け早くお支払いすることに重きをおいた調査方法
がとられています。

地震、風災・水災の調査方法は
なぜ違う？

！

自然災害保障加入あり自然災害保障加入なし
●火災共済400口（住宅250口、家財150口）▶115,000円

●自然災害共済（大型タイプ）400口▶400,000円

お支払い額 合計115，000円

●火災共済400口（住宅250口、家財150口）
　▶115,000円

風災・水災保障の知識

本誌の前号７ページ注釈に説明不足がありました。訂正しお詫びいたします。
左記は生命保険各社の場合であり、全労済ではこのような支払い方はしておらず、
給付請求をしていない部分についても、入院していたことが判明した場合は、
請求もれを防ぐ観点からもお支払いをしております。

※２回目の入院に対する支払い請求をせず、
　３回目の入院が１回目の退院から１８０日以上経っている場合、
　基本的に３回目の入院は対象となります。

年間の掛金
の

火災共済　　
自然災害共済
掛金合計　

30,100円
55,900円
86,000円

お支払い額 合計515，000円

建物

家財

調査

結果

調査

結果

家財も
半壊と
みなす

家財も
全壊と
みなす

家財も
一部壊と
みなす

でも

建物の損害額が
100万円を
超えない

お支払い
できません

家財の損害額が
100万円を
超える

家財の損害額（損害の程度）は、建物の損害の程度と同
等とみなします。そのため、まずは建物の被災調査（損害
認定）を行います。仮に、建物の損害額が100万円超（「一
部壊」）であれば、家財にも同程度の損害があるとし、家
財も建物同様「一部壊」とみなします。

風災・水災の損壊調査はどうやっているの？
火災共済の調査と自然災害共済の調査ではその方法が異なります。
両方にご加入の場合が多いかと思いますがその場合は同時に２つの視点で調査を行っています。

※一部風災・水災の保障も含みます

地震

火災

風災・水災

地震

火災

水災

風災

火
災
共
済

自
然
災
害
共
済

火
災
保
険

地
震
保
険

家財も
半壊と
みなす

建物が
全壊
と認定

建物が
半壊
と認定

家財も
全壊と
みなす

建物が
全壊
と認定

建物が
全壊

家財も
半壊と
みなす

建物が
半壊
と認定

建物が
半壊

家財も
全壊と
みなす

建物が
全壊

建物が
半壊

家財も
一部壊と
みなす

建物が
一部壊
と認定

建物の損害額が

10万円
を超える

としての調査 としての調査

としての調査
ポイント

建物

家財

建物

家財

※

全労済 損害保険各社

家財も
床上浸水
とみなす

建物が
床上浸水

建物が
床上浸水
と認定

家財も
床上浸水
とみなす

建物が
床上浸水

建物が
床上浸水
と認定

建物の損害額が
10万円
を超える

家財の損害額が
10万円
を超える

建物が
一部壊
と認定

家財が

一部壊
と認定

家財のみ

一部壊
と認定

建物が
全壊
と認定

建物が
半壊
と認定

建物が
一部壊
と認定

（100万円超）

建物が
全壊

建物が
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結果
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結果
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結果
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結果

建物の調査を行い、建物の損害の度合いに応じて家財の損害額
を決定します。（家財独自の調査、決定は行いません。）

建物の調査を行い、建物の損害の度合いに応じて家財の損害額を決定し
ます。損害の程度が一部壊の場合のみ、建物と家財を別 に々調査します。
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地震保障の知識

！
全労済の火災共済なら家族のいる世帯主が30歳になったとき、
家財保障を600万円増額できるようになり、40歳になったとき
は400万円増額できます。家財保障の増額のチャンスです。

「全労済に地震保障はないの？」
と聞かれませんか？

家財の加入で地震の損害を補おう

地震の損壊調査はどうやっているの？
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Copyright(C) 2014 FPI-J, INC.All Rights ReservedCopyright(C) 2014 FPI-J, INC.All Rights Reserved

自然災害保障は高くない！ファイナンシャルプランナー塚原さんのお話

監修塚原　哲
CFP® 認定者　
生活経済研究所長野　事務局長投資助言・代理業 
登録番号 関東財務局長（金商）第629号

1998年精密機器メーカーの労働組合役員に就任、2001年に労働組合専門のシンクタンク「生活経済
研究所長野」を設立、2006年日本FP協会長野支部・支部長、2012年日本FP協会・関東副ブロック長に
就任。全国で労働組合関連団体のライフサポート活動の立ち上げに従事。
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よく吟味して！

台風により被災したケース

風災・水災の被害でのお支払い

火災のみに備えたいなら　　　　のみ、
地震や風災・水災にも備えたいなら
　　　　　　　　　　　に加入します。
　　　　　　は、余程のことがない限り、
　　　　　を前提にして
おいてください。

世帯主の年代が変わったときがチャンス！

全労済の
自然災害共済大型タイプ　 軽自動車 住宅ローン利息

建物２,４００万円、家財１,９００万円の
保障に加入した場合
（木造30坪、世帯主40歳、家族4人世帯）

自然災害保障の掛金が高
額になるからと迷われる
方がいらっしゃいますが、
住宅ローンの利息と比べ
ると微々たるものです。そ
の必要性と金額をよく比
較して保障を考えることを
促してください。

地震で損害を受けた場合、火災保障だけでは再建には不足します。
地震の保障を増やしたい時は、元となる火災保障を増やしておくこ
とが大切です。
家財の保障を再建価額まで加入しておきましょう。

住宅ローン２,０００万円、２.１７％の金利で
３０年ローンを組んだ場合
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年間維持費で２０万円の場合（１０年
間乗ったものとする）

台風により、住宅の屋根瓦と雨樋が破損し、建物38万円・家財12万円の損害（一部壊）と認定されたAさん。

家財の再建価額を
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もっと入りたい！

家財の分で
地震保障を補おう！
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年間の利息（初年度）
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10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1,000
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100

100

100
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320,000円
年間のコスト

55,900円

保障

すでに建物保障は
再建価額ぴったり
に加入

30歳になったとき

40歳になったとき

プラス600万円
プラス400万円

の増額が可能

火災のときのように、できれば一軒一軒を丁寧に
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け早くお支払いすることに重きをおいた調査方法
がとられています。

地震、風災・水災の調査方法は
なぜ違う？

！

自然災害保障加入あり自然災害保障加入なし
●火災共済400口（住宅250口、家財150口）▶115,000円

●自然災害共済（大型タイプ）400口▶400,000円

お支払い額 合計115，000円

●火災共済400口（住宅250口、家財150口）
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風災・水災保障の知識

本誌の前号７ページ注釈に説明不足がありました。訂正しお詫びいたします。
左記は生命保険各社の場合であり、全労済ではこのような支払い方はしておらず、
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※２回目の入院に対する支払い請求をせず、
　３回目の入院が１回目の退院から１８０日以上経っている場合、
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年間の掛金
の
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調査

結果

家財も
半壊と
みなす

家財も
全壊と
みなす

家財も
一部壊と
みなす

でも

建物の損害額が
100万円を
超えない

お支払い
できません

家財の損害額が
100万円を
超える

家財の損害額（損害の程度）は、建物の損害の程度と同
等とみなします。そのため、まずは建物の被災調査（損害
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火災

風災・水災

地震

火災

水災
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火
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済
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然
災
害
共
済

火
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建物の損害額が
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を超える

としての調査 としての調査

としての調査
ポイント
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建物
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※

全労済 損害保険各社
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と認定
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結果
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結果
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結果

調査

結果

建物の調査を行い、建物の損害の度合いに応じて家財の損害額
を決定します。（家財独自の調査、決定は行いません。）

建物の調査を行い、建物の損害の度合いに応じて家財の損害額を決定し
ます。損害の程度が一部壊の場合のみ、建物と家財を別 に々調査します。

全労済の場合

全労済の場合

全労済の場合
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保障を拡充し、さらに頼れる共済へ。
全労済では時代の変化やニーズに応えるために、
団体生命共済の改定を実施いたします。

制度改定

医療と障がい保障の特約を
新設します。

日帰り入院から
保障の対象となりました。

「特定の障がい状態」の
保障範囲が拡大しました。

心臓に人工弁を置換したもの

ぼうこうを全摘出し、かつ、
人工ぼうこうを造設したもの

腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、
人工透析法または腎移植を受けたもの

団体生命共済を実施している協力団体の皆さまは特約付帯や加入限度の引き上げを、
未実施団体の皆さまは新規実施のご検討をお願いします。

入院保障の加入限度を引き上げます。

現行制度の掛金を見直します。

特約名

新手術特約 公的医療保険制度が
適用される手術を受けたとき

不慮の事故により通院したとき

病気やけがで、入院したときや
所定の手術を受けたときなど

重度障害共済金をお支払いする場合で、
重度障がいとなった日（症状固定日）から
6ヵ月間生存されたとき

がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、
慢性膵炎と診断されたとき

お支払い内容（概要）

がん等重度疾病
診断一時金特約

重度障害
支援特約

身体障害特約

医療保障特約

災害事故
通院特約

基本契約 災害入院特約

1口あたりの掛金を

1口あたり5円引き下げ／100口では月々500円割安に

入院日額 10,000円を15,000円に引き上げ

1口あたりの掛金を

口数平均年齢「40歳～44歳」区分の場合

※口数平均年齢が「45歳～49歳」区分を除く。

※災害入院特約および病気入院特約付きの場合

（災害入院特約、病気入院特約の「病気入院共済金」）

1～2円
引き下げ

1円
引き下げ

病気やけがで、身体障害者福祉法にもとづく
身体障害者手帳が交付されたとき（身体障害
等級に応じて）

病気入院特約

1口あたりの掛金を

2～4円
引き下げ

お支払例（4日間連続して入院した場合）

改定前

連続して5日以上入院
したときに、1日目から保障

1日以上入院したときに、
1日目から保障
（日帰り入院も保障）

お支払
要　件

お支払
要　件

改定後

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 改善

新設

新設
※人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位と
は異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。

※一時的な人工透析療法を除きます。
※腎移植についてを新たに追加しました。

1日以上入院のため
保障の対象

（災害入院特約、病気入院特約の「病気入院共済金」） （病気入院特約の「疾病障害見舞金」）

制度
新設

改定
内容

現行制度
改定

現行制度
改定

5日以上でないため
保障の対象外

※

「入院保障」が日帰り入院から対象となり、
さらに「特定の障がい状態」の
保障範囲が広がりました。

2013年
6月改定 すでに改定されている内容です

特約の新設と合わせ、掛金の見直しと
加入限度額の引き上げを行います。

2014年
8月改定 さらに

パワーアップ！

改定
内容

団体定期生命共済
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災害事故
通院特約

基本契約 災害入院特約

1口あたりの掛金を

1口あたり5円引き下げ／100口では月々500円割安に

入院日額 10,000円を15,000円に引き上げ

1口あたりの掛金を

口数平均年齢「40歳～44歳」区分の場合
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1～2円
引き下げ
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病気やけがで、身体障害者福祉法にもとづく
身体障害者手帳が交付されたとき（身体障害
等級に応じて）

病気入院特約

1口あたりの掛金を

2～4円
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1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 改善

新設
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※人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位と
は異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。

※一時的な人工透析療法を除きます。
※腎移植についてを新たに追加しました。

1日以上入院のため
保障の対象

（災害入院特約、病気入院特約の「病気入院共済金」） （病気入院特約の「疾病障害見舞金」）
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現行制度
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現行制度
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5日以上でないため
保障の対象外

※

「入院保障」が日帰り入院から対象となり、
さらに「特定の障がい状態」の
保障範囲が広がりました。

2013年
6月改定 すでに改定されている内容です

特約の新設と合わせ、掛金の見直しと
加入限度額の引き上げを行います。

2014年
8月改定 さらに

パワーアップ！

改定
内容

団体定期生命共済

退職後は、お住まいの近くの
全労済へどうぞ

あなたの街の「あんしん」の窓口です！

都内には全部で16店舗の共済ショップがあります。
●錦糸町店 ●北千住店 ●青戸店 ●西葛西店 ●新橋店 ●新宿店 ●新宿南口店 ●蒲田店
●三軒茶屋店 ●池袋店 ●吉祥寺店 ●田無店 ●立川店 ●府中店 ●八王子店 ●町田店

東京都内に16店舗

店長が語る！

お気軽にお立ち寄りくださ
い！

スタッフ一
同

お待ちしており
ます。

今回は、共済ショップ蒲田店を紹介します。

都心・横浜方面へのアクセスも良く、羽田空港・成田空港へも1本と、便利な立地の蒲田。
東口は公共施設が集中しており、大田区行政の中心の地でもあります。

蒲田店はＪＲ蒲田駅東口から徒歩１
分と駅から近い場所にあり、大きな
通りに面したビルの２Ｆにあります。

駅からすぐの場所です

みなさまのおかげで、現在の場所に
移転してから今年でちょうど丸１０年
となりました。
これからも地域のみなさまに愛され
る店づくりをしていきます。

地域に密着

明るく元気なスタッフが、お一人お一
人に合わせたプランをご提案いたし
ます。
土曜日も営業していますので、お気
軽にお問い合わせ、お立ち寄りくだ
さい。

メッセージ

退職時の各種手続きについては、所属の団体もしくは全労済東京都本部の各支所までお問い合わせください。ご注意ください

全労済東京都本部ホームページ
http://www.zenrosai.coop/tokyo

耳が不自由な方のために、筆談
による相談も承っております。

絵本コーナーもありますので、お子
さま連れでも退屈せずにお待ちい
ただけます。

ビルの2階に共済ショップが
あります。

もしもの
ときの
備えも万全！

いらっしゃいませ！
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本

誌読
者さま特別割引

保障を通じてだけではなく、組合員の皆さま一人一人の毎日の暮らしをバック
アップしながら、長いおつきあいをしていきたい。全労済のそんな願いをカタチ
にしたのが、SF（セイフティ・ファミリー）サービスです。
今号は全国2,000店以上ある提携店のうち、「スペース・ゼロ」をご紹介します。

〔コピー可〕 〔コピー可〕

SFサービスクーポンは1枚ずつ
切り離してご利用ください。
また、クーポンのご利用にあたっては
ホームページをご覧ください。

さまざまなイベントが行われる多目的ホール

新宿駅南口より徒歩5分のところにある「全労済ホール／スペース・ゼ
ロ」は、全労済が社会文化活動の一環として設立した施設です。
ホール・展示室・ギャラリー・多目的ルームがあり、いつもさまざまなイ
ベントが行われています。

全労済ホール／スペース・ゼロ

http://www.spacezero.co.jp/

SFサービスおトク情報

上演・舞台公演の前売チケット 一般料金の10％～20％OFF
割引サービス、お申込方法、対象公演については、パソコンから組合員専
用ページにアクセスし、「全労済ホール／スペース・ゼロ組合員チケット割
引のご案内」バナーをクリックしてください。クーポンは必要ありません。

File #03

※割引枚数は限度に達し次第終了。 
※公演により割引制度が適用できない公演もあります。

※2014年1月現在のサービス内容ですので、ご利用の際は提携店へ必ずお電話にてご確認ください。

Tokyo
おトク情報

HPへ

SFサービス提携店のご案内

全労済と提携する全国の提携店で、皆さまの
快適生活を応援するさまざまな優待（割引料
金）が受けられます。

〔 SFサービスとは 〕

★全国2,000店以上の提携店でご利用いただけます！
★組合員とそのご家族がご利用いただけます。

詳しいおトク情報やサービスの条件の
詳細は全労済ホームページで。
http://www.zenrosai.coop/member/
※ログインには、組合員番号が必要となり
ます。分からない場合には、労働組合もし
くは全労済までお問い合わせください。

ショッピング 住宅関連

旅行

グルメ

スクール

自動車関連引越し

介護・福祉

など・・・

HPへ

TEL 03-3375-8741

三遊亭神楽
1970年生まれ、青森県出身。五代目円楽
一門会所属。
五代目三遊亭円楽に入門、1997年前座
「神楽」、2000年二ツ目、2007年真打昇進。

三遊亭鳳志
1976年生まれ、大分県出身。五代目円楽
一門会所属。
三遊亭鳳楽に入門、2000年前座「鳳志」、
2004年二ツ目、2009年真打昇進。

神田松の丞
1983年生まれ、東京都出身。日本講談協
会、落語芸術協会所属。
三代目神田松鯉に入門、2007年前座「松
の丞」、2012年二ツ目。

Vol.6　2014年2月6日（木）19：00開演 18：30開場 発売1月6日（月）
Vol.7　2014年3月5日（水）19：00開演 18：30開場 発売2月3日（月）
Vol.8　2014年4月10日（木）19：00開演 18：30開場 発売3月10日（月）

出演

会場
日程

全席自由　前売1,500円⇒1,400円（税込）
　　　　　当日1,800円⇒1,700円（税込）
クーポンは必要ありません。お電話でチケットをお求めの際、
「全労済組合員」であることをお伝えいただくと割引が適用されます。

この催しはタイトルにあるとおり、若手真打の落語家二人と二ツ目の講談師の
三人という取り合わせで、毎月一回定期的に聞いていただこうという寄席です。
三人とも誰もが知っているような芸人ではありませんが、実力とやる気は誰に
も引けを取らないと自負しています。
B1寄席という名称は昨今流行のB1グルメとは違って、決して二流という意味
ではありません。会場として使っている展示室が、単に地下一階にあるという
それだけのことで決まりました。
50人程度しか入らない小さな会場ですが、この会場だから味わえる熱気をぜ
ひご堪能ください。

全労済ホール／スペース・ゼロ　展示室

全席自由　前売1,500円　当日1,800円（税込）料金

スペース・ゼロB1寄席～若手精鋭落語家、講談師による三人会～

お電話
ください！
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